
 

網走バス株式会社 一般事業主行動計画 

 

 

 社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行う

ため、次のように行動計画を策定する。 

 

 

１．計画期間 令和 ３年 ４月 １日～令和 ８年 ３月３１日までの ５年間 

 

２．内容 

 

 

 

 

＜対策＞ 

 

●令和 ３年 ４月～ 事故防止対策委員会を年に数回開催し、安全運転の呼びかけ 

を行う。 

 

●令和 ４年 ４月～ 安全運転に対する連帯感･責任感･協調性を持たせるため、グ 

ループによる取組みを開始するため、事故防止対策委員会で 

協議し計画を作成する。 

 

●令和 ５年 ４月～ グループによる安全運転への取組みを行うための資料を掲 

示し周知する。 

 

●令和 ６年 ４月～ 安全運転の意識向上とグループによる取組みを開始する。 

 

●令和 ７年 ４月～ 年に１度優良グループの表彰し、更なる意識向上を図る。 

目標：子どもを交通事故から守るため、全従業員が安全運転の意識を高めるため 

の取組みを実施。 


